
令和元年 10 月現在 

下水道をご利用されるお客様へ 

下 水 道 使 用 料 の お 知 ら せ 

宅内の下水道接続工事が完了し使用を開始しますと、流した汚水の量に応じて毎月「下水道使用

料」を納めていただくことになります。この使用料は、汚水の処理経費、下水道管の清掃、補修などの施

設を維持管理する経費と、下水道施設の建設に要した市債（借入金）を返済する経費に充てられます。 

 

１.下水道使用水量の決まり方・・・・下水道使用水量は、次のように決まります。 

家 事 用 

① 上水道のみを使用される場合 ・・・・・・・・上水道の使用水量とします。 

② 井戸水等のみを使用される場合 ・・・・・・世帯人員に応じて下の表のように認定します。 

③ 上水道と井戸水等を併用される場合 ・・・上水道の使用水量と井戸水等の認定汚水量 

（下の表）を比較して多い方の水量とします。 

・認定汚水量表（１カ月あたり） 

        

 

 

 

※井戸水の使用に関する中止、再開、世帯人員の変更などがありました

ら上下水道料金課へ届け出てください。 

家事用以外 

① 上水道のみを使用される場合  ・・・・・・・上水道の使用水量とします。 

② 井戸水等のみを使用される場合 ・・・・・・市が指定するメーターを設置していただき計測し 

た水量とします。 

③ 上水道と井戸水等を併用される場合 ・・・上水道の使用水量と井戸水等の使用水量 

（メーター計測）を合算した水量とします。 

２.下水道使用料 

       ・下水道使用料表（１ヵ月につき） 

 

 

 

 

 

※上記使用料表により算出した金額に消費税相当額が加算されます。 

 【例】 下水道使用料計算（1 ヵ月の使用水量が 27 ㎥の場合） 

基本使用料                              670 円 

従量使用料  10 ㎥以下      80 円 × 10 ㎥ ＝   800 円 

                    11～40 ㎥以下  150 円 × 17 ㎥ ＝  2,550 円        

                                     合 計      4,020 円 

           4,020 円×1.10（消費税）＝4,422 円（円未満切捨て）  下水道使用料 4,422 円 

世 帯 人 員 1 人 2 人 3 人 4 人 5 人 
5 人を超え 

1 人増すごとに 

認定汚水量 16 ㎥ 20 ㎥ 26 ㎥ 31 ㎥ 34 ㎥ 2 ㎥ 

使用料 

区分 
基本使用料 

従量使用料（汚水量１㎥につき） 

～10 ㎥ 11～40 ㎥ 41～250 ㎥ 251 ㎥～ 

単 価 670 円 80 円 150 円 165 円 175 円 
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下 水 道 使 用 料 早 見 表 

（消費税含む） 

汚水量 下水道使用料 汚水量 下水道使用料 汚水量 下水道使用料 汚水量 下水道使用料 

０㎥ ７３７ 円 １３㎥ ２，１１２ 円 ２６㎥ ４，２５７ 円 ３９㎥ ６，４０２ 円 

１㎥ ８２５ 円 １４㎥ ２，２７７ 円 ２７㎥ ４，４２２ 円 ４０㎥ ６，５６７ 円 

２㎥ ９１３ 円 １５㎥ ２，４４２ 円 ２８㎥ ４，５８７ 円 ４１㎥ ６，７４８ 円 

３㎥ １，００１ 円 １６㎥ ２，６０７ 円 ２９㎥ ４，７５２ 円 ４２㎥ ６，９３０ 円 

４㎥ １，０８９ 円 １７㎥ ２，７７２ 円 ３０㎥ ４，９１７ 円 ４３㎥ ７，１１１ 円 

５㎥ １，１７７ 円 １８㎥ ２，９３７ 円 ３１㎥ ５，０８２ 円 ４４㎥ ７，２９３ 円 

６㎥ １，２６５ 円 １９㎥ ３，１０２ 円 ３２㎥ ５，２４７ 円 ４５㎥ ７，４７４ 円 

７㎥ １，３５３ 円 ２０㎥ ３，２６７ 円 ３３㎥ ５，４１２ 円 ４６㎥ ７，６５６ 円 

８㎥ １，４４１ 円 ２１㎥ ３，４３２ 円 ３４㎥ ５，５７７ 円 ４７㎥ ７，８３７ 円 

９㎥ １，５２９ 円 ２２㎥ ３，５９７ 円 ３５㎥ ５，７４２ 円 ４８㎥ ８，０１９ 円 

１０㎥ １，６１７ 円 ２３㎥ ３，７６２ 円 ３６㎥ ５，９０７ 円 ４９㎥ ８，２００ 円 

１１㎥ １，７８２ 円 ２４㎥ ３，９２７ 円 ３７㎥ ６，０７２ 円 ５０㎥ ８，３８２ 円 

１２㎥ １，９４７ 円 ２５㎥ ４，０９２ 円 ３８㎥ ６，２３７ 円 ５１㎥ ８，５６３ 円 

 

３.水道料金、下水道使用料のお支払いは、便利な口座振替（自動払込み）をご利用ください。 

      口座振替は、ご指定の口座から自動的に水道料金、下水道使用料をお支払いただく方法です。

納付のためにお忙しいなかを金融機関やコンビニエンスストア等まで納めに行く手間がいりません

ので大変便利です。 なお、水道料金を口座振替にされている方は、水道料金と同じ口座から振

替となります。 

 

・口座振替（自動払込み）取扱金融機関 

三菱ＵＦＪ銀行  大垣共立銀行  十六銀行  愛知銀行  名古屋銀行  岐阜信用金庫 

東濃信用金庫  岐阜商工信用組合  東海労働金庫  めぐみの農業協同組合  ゆうちょ銀行 

※上記金融機関すべての本支店で申し込みができます。ただし、申込用紙は可児市外の本

支店には備え付けておりませんので、必要な場合は上下水道料金課までご連絡ください。 

 

 ４.その他 

口座振替された水道料金、下水道使用料については、毎月の検針日に「上・下水道の使用水量と

料金のお知らせ」の口座振替済のお知らせ欄で、２ヶ月前の振替結果をお知らせしております。 


